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現在、漁町では「漁町○○番地」または「漁町〇〇番地〇」という不
動産登記における土地の地番を住所として使用しています。

【例】

住居表示事業とは①
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住所は漁町５０１番地



住居表示事業とは②
しかし、地番は土地を複数に分けたり（分筆）、ひとつにまとめたり

（合筆）すると変わります。

住所は漁町５０１番地２

土地を分筆

家を
新築

住所は漁町５０１番地１

4

※住所変更手続きをしなければ漁町501番地のまま

住所は漁町５０１番地



住居表示事業とは③
そのため、長い年月の中で地番が順序良く並んでいなく、住所がわか

りづらくなってしまっているところがあります。

【例】

現在過去
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住居表示事業とは④
そこで、新たに「漁町○丁目○番○号」という地番とは別の番号を付けてい

き、住所をわかりやすくする事業が「住居表示事業」です。

【例】
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住居表示事業とは⑤

住居表示事業実施地区で建物を新築（建て替え含む）した場合は、市
役所に「建築物の新築届出書」を提出する必要があります。

これにより建物の住所（○○町○丁目○番○号）を決定し、届出人に
対して「住居番号の設定通知書」が交付されます。

【例】
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【住所を決定】
漁町１丁目 １番 ７号

町名 街区符号 住居番号

※共同住宅の場合
漁町１丁目 １番 ７ー１０１号

【建物を新築】

土地の地番
漁町１丁目５０３番２

新築届出書
の提出



住居表示事業とは⑥
恵庭市では、平成７年度より住居表示事業を開始し、これまでに市内１８地区で

実施しています。
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住居表示（住所）の設定方法①
道路、河川などによって町の区域（○丁目）を区切る

【例】

9

※実際はこれとは異なる場合があります。



住居表示（住所）の設定方法②
道路で囲まれた区画（街区）に街区符号をつける

【例】
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※実際はこれとは異なる場合があります。



住居表示（住所）の設定方法③
区画（街区）ごとに建物に住居番号をつける

【例】
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※実際はこれとは異なる場合があります。



住所と地番の関係
現在、住所は土地の地番を使用しています。住居表示事業実施後は、

地番の番号自体は変わりませんが○丁目が新たにつきます。
そのため「住所」と「地番」は違う番号になります。

～現在～

住所：恵庭市漁町50１番地

地番：恵庭市漁町50１番

～新しい表し方（例）～

住所：恵庭市漁町1丁目1番1号

地番：恵庭市漁町1丁目50１番
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住所と本籍の関係
現在、漁町に本籍を置いている方は土地の地番を使用しています。住居表

示事業実施後は、本籍の番号自体は変わりませんが○丁目が新たにつきます。
また、「転籍」の届出をすることで新しい住所の番号に変更することがで

きます。（ただし漁町○丁目○番まで。○号はつきません。）

～現在～

住所：恵庭市漁町50１番地

本籍：恵庭市漁町50１番地

～新しい表し方（例）～

住所：恵庭市漁町1丁目1番1号

本籍：恵庭市漁町1丁目50１番地

※この例の場合、「転籍」の届出をすると本籍は 恵庭市漁町1丁目1番 となります。
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標識等の設置
住居表示事業実施後は、町内に表示板や案内板を設置します。

＜主要地点名表示板＞

信号機などに町名の表示板を設置します。
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＜街区案内板＞

漁町の街区を示す地図を
主要な道路または公園に
設置します。

＜街区表示板＞

街区の角地にお住まいの
方には、街区表示板の取
付をお願いします。

＜住居番号表示板＞

お家の玄関付近に町名板
と住居番号表示板の取付
をお願いします。

漁町○丁目○番までの地図

漁町○丁目

○番までのプレート

漁町○丁目○番○号までのプレート
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住居表示のメリット
住居表示事業の実施により住所がわかりやすくなることで、次のよう

な効果が期待されます。

郵便物などの配達が正確に行われる。

住宅や事業所などを初めて訪問する際に探しやすくなる。

緊急車両が現場を特定しやすくなる。

など
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住居表示事業実施後の手続き
住居表示事業を実施すると住所が変わるため、ご自身で住所変更の手

続きをしていただくものがあります。
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恵庭市漁町500番地
漁町〇〇



＜市役所関連の住所変更手続き＞

名称 要否 手続き先

マイナンバーカード 必要 市民課

住民基本台帳カード 必要 市民課

在留カード 必要 市民課

身体障害者手帳 必要 障がい福祉課

精神障害者保健福祉手帳 必要 障がい福祉課

療育手帳（18歳以上） 必要 障がい福祉課

療育手帳（18歳未満） 必要 えにわっこ応援センター
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＜市役所関連の住所変更手続き（主なもの）＞

名称 要否 備考

住民票（住民基本台帳） 不要

戸籍（本籍） 不要 漁町○丁目○番に変更する場合は手続きが必要です

印鑑登録 不要

国民年金 不要

上下水道 不要

国民健康保険 不要

後期高齢者医療保険 不要

子ども医療 不要 市役所から新しい住所の受給者証などを送付します

重度心身障害者医療 不要 市役所から新しい住所の受給者証などを送付します

ひとり親家庭等医療 不要 市役所から新しい住所の受給者証などを送付します

介護保険 不要 市役所から新しい住所の保険証などを送付します

母子健康手帳 不要 ご自身で新しい住所に書き換えてください

原動機付自転車
小型特殊自動車

不要 標識交付証明書の再交付には手続きが必要です
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＜市役所以外の住所変更手続き（主なもの）＞

名称 要否 手続き先 備考

不動産登記 必要 法務局 権利部の所有者住所の変更

運転免許証 必要 警察署

電気、ガス、灯油 必要 各電力会社、燃料会社

携帯電話、インターネット回線 必要 各携帯電話、回線会社

預貯金、株式 必要 各金融機関、証券会社

クレジットカード 必要 各クレジットカード会社

生命保険、損害保険 必要 各保険会社

各種会員登録 必要 各サービス提供会社

社会保険（健康保険、厚生年金など） 必要 勤務先

普通自動車、126cc以上の二輪車の
車検証または届出済証

△ 札幌運輸支局 必須ではありませんが、住所変
更するには手続きが必要です

軽自動車の車検証 △ 軽自動車検査協会 必須ではありませんが、住所変
更するには手続きが必要です
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＜郵便局関連の手続き＞

市役所から郵便局へ
住所変更を通知します
ので、転送手続きは不
要ですが、郵便貯金や
保険契約などがある場
合はご自身でお手続き
が必要です。

また、お知り合いの
方に住所変更をお知ら
せするためのハガキを
配布いたしますので、
ご活用ください（郵送
料無料）。
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SAMPLE



実施スケジュール（予定）

令和６年１１月

令和７年１～２月

令和７年３月

令和７年４月～

令和７年９月２７日（土）

住居表示実施後

議会審議（区域、方法の決定）

区域、町名変更の公示

議会審議（町名変更の決定）

現地調査（業者訪問）

住居表示実施

住所変更手続き等開始
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おわりに
予定どおり進めば、令和6年１１月に住居表示の実施を決

定し、みなさまにお知らせします。

その後、４月～現地調査などで業者がご自宅を訪問させ
ていただきます。

令和７年９月に住居表示を実施して住所が変わるため、
８月～９月頃に住所変更に係るお手続きについて再度説明
会を開催する予定です。

みなさまにはご負担をおかけしますがご協力をお願いい
たします。
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